
（グッドスキルマーク製品等の申請例）

例 申請方法

製品Ａ

製品Ｂ

技能検定Ａ

技能検定Ｂ

技能士１

技能士２

技能士１ 技能検定Ａ

技能士２ 技能検定Ｂ

技能検定Ａ 製品Ａ

技能検定Ｂ 製品Ｂ

1人の技能士が菓子製造の技能を駆使し
て、餅菓子、饅頭等の製品等を製造してい
る。

1人の技能士がタイル張りの技能を駆使し
て「タイル張り工事」、れんが積みの技能を
駆使して「れんが積み工事」を行っている。

製品Ａ

技能士 技能検定

技能士 製品Ａ

技能士

技能検定 製品Ａ

同一事業所に所属する２人の石材施工の
技能士が、納骨堂と石塔などの製品等を製
造している。

同一事業所に所属する２人の機械加工（数
値制御旋盤とマシニングセンタ）の技能士
が、バルブを製造している。加工箇所は
別。

同一事業所に所属する塗装の技能士と家
具製作の２人の技能士が、椅子を製造して
いる。

ロープ加工の技能を駆使して、製法の異な
る２種類のロープを製造している。

1人の技能士が家具製作と塗装の2つの技
能を駆使して、椅子を製造している。

1人の技能士が家具製作と建具製作の技
能を駆使して、製品等を製造している。

製品等は１つとなりますので、１枚
の申請書で申請してください。

製品等は１つとなりますので、１枚
の申請書で申請してください。

技能士・技能・製品の関係

製品等は１つとなりますので、１枚
の申請書で申請してください。

それぞれ別の製品等となりますの
で、「タイル張り工事」、「れんが積
み工事」別々に２つの申請書を作
成して申請してください。

製品等は１つとなりますので、１枚
の申請書で申請してください。

募集要項別紙

（グッドスキルマーク製品等の考え方）

１　１つの製品等につき、1枚の申請書を作成し申請してください。１つの検定職種の技能で製作された製品は、複数で
あっても１つの製品等として、申請してください。

２　製作した製品等が１つであれば、２つ以上の検定職種の技能で製作されても、また2人以上の一級技能士等が製作し
ていても、１つの製品として、申請してください。

３　１人の技能士が、複数の検定職種の資格を有しそれぞれの技能を使って、製作等した製品はそれぞれ別の製品とカ
ウントし、それぞれ製品等に対して申請してください。
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